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議案番号 件               名 

議案第１号 令和５年度宮古市一般会計補正予算（第４号） 

議案第２号 令和５年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号） 

議案第３号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例 

議案第４号 
損害賠償請求に係るあっせんの申立てに関し議決を求めることにつ

いて 

議案第５号 
市道末広町線電線共同溝整備（その２）工事の請負契約の締結に関す

る議決の変更に関し議決を求めることについて 

議案第６号 財産の取得に関し議決を求めることについて 

議案第７号 財産の取得に関し議決を求めることについて 

議案第８号 市道路線の認定について 

 



議案第１号 

令和５年度宮古市一般会計補正予算（第４号） 

令和５年度宮古市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９１，０７１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４，２５３，４９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和５年５月３０日提出 

宮古市長 山 本 正 德 

1 - 1



1 - 2



1 - 3



1 - 4



1 - 5



1 - 6



1 - 7



1 - 8



1 - 9



1 - 10



1 - 11



施設費 44,880 44,880

1 - 12



1 - 13       .





議案第２号 

令和５年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号） 

 令和５年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６，３７３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，８６１，６７９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和５年５月３０日提出 

宮古市長 山 本 正 德 

2 - 1 



2 - 2 



2 - 3 



2 - 4 



        .2 - 5 





３－１ 

議案第３号 

   宮古市市税条例等の一部を改正する条例 

 （宮古市市税条例の一部改正） 

第１条 宮古市市税条例（平成１７年宮古市条例第７６号）の一部を次のように改正する。 

 改正後 改正前 

１ （種別割の税率） （種別割の税率） 

 第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課す

る種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課す

る種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

 (1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

 ア～ウ 〔略〕 ア～ウ 〔略〕 

 エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２

以上の輪距を有するものにあっては、その輪距

のうち最大のもの）が０．５メートル以下である

もの、側面が構造上開放されている車室を備え、

かつ、輪距が０．５メートル以下の３輪のもの及

び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省

令第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定

する特定小型原動機付自転車を除く。）で、総排

気量が０．０２リットルを超えるもの又は定格

出力が０．２５キロワットを超えるもの 年額 

 ３，７００円 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２

以上の輪距を有するものにあっては、その輪距

のうち最大のもの）が０．５メートル以下である

もの及び側面が構造上開放されている車室を備

え、かつ、輪距が０．５メートル以下の３輪のも

のを除く。）で、総排気量が０．０２リットルを

超えるもの又は定格出力が０．２５キロワット

を超えるもの 年額 ３，７００円 

 (2)・(3) 〔略〕 (2)・(3) 〔略〕 

２ （個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法） 

 第３８条 個人の市民税は、第４４条、第４７条の２第

１項、第４７条の５又は第５３条の５の規定により特

別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法

により徴収する。 

第３８条 個人の市民税は、第４４条、第４７条の２第

１項、第４７条の５又は第５３条の５の規定によって

特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方

法によって徴収する。 

 ２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

 ３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課

し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。 

 

 （個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

 第４１条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各

納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額、個人

の県民税額及び森林環境税額の合算額（第４７条第１

項又は第４７条の６第１項の規定により徴収する場

合にあっては特別徴収の方法により徴収されないこ

とになった金額に相当する税額）を前条第１項の納期

第４１条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各

納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額及び県

民税額の合算額（第４７条第１項又は第４７条の６第

１項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴

収の方法によって徴収されないことになった金額に

相当する税額）を前条第１項の納期（第４７条第１項



３－２ 

（第４７条第１項又は第４７条の６第１項の規定に

より徴収する場合にあっては特別徴収の方法により

徴収されないこととなった日以後に到来する納期）の

数で除して得た額とする。 

又は第４７条の６第１項の規定によって徴収する場

合にあっては特別徴収の方法によって徴収されない

こととなった日以後に到来する納期）の数で除して得

た額とする。 

 （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

 第４４条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初

日の属する年の前年中において給与の支払を受けた

者であり、かつ、同日において給与の支払を受けてい

る者（次に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収

することが著しく困難であると認められる者を除く。

以下この条において「給与所得者」という。）である

場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う

森林環境税額を含む。次項及び第５項において同じ。）

の合算額を特別徴収の方法により徴収する。 

第４４条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初

日の属する年の前年中において給与の支払を受けた

者であり、かつ、同日において給与の支払を受けてい

る者（次に掲げる者のうち特別徴収の方法によって徴

収することが著しく困難であると認められる者を除

く。以下この条において「給与所得者」という。）で

ある場合においては、当該納税義務者の前年中の給与

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴

収の方法によって徴収する。 

 (1)・(2)  〔略〕 (1)・(2)  〔略〕 

 ２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年

中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該

給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定に

より特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係

る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴

収の方法により徴収する。ただし、第３６条の２第１

項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を

普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載がある

ときは、この限りでない。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年

中の所得に給与所得以外の所得がある場合において

は、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の

規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給

与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算

して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、第３

６条の２第１項の申告書に給与所得以外の所得に係

る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい

旨の記載があるときは、この限りでない。 

 ３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外

の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収

することとなった後において、当該給与所得者につい

て給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一

部を特別徴収の方法により徴収することが適当でな

いと認められる特別の事情が生じたため当該給与所

得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部

又は一部を普通徴収の方法により徴収することとさ

れたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得

ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方

法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得

割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部

又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとす

る。 

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以

外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって

徴収することとなった後において、当該給与所得者に

ついて給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又

は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適

当でないと認められる特別の事情が生じたため当該

給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額

の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するこ

ととされたい旨の申出があった場合でその事情がや

むを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴

収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に

係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない

額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収する

ものとする。 



３－３ 

 ４ 〔略〕 ４ 〔略〕 

 ５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払を

する者に当該年度の初日の翌日から翌年の４月３０

日までの間において異動を生じた場合において、当該

給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の

支払をする者となった者（所得税法第１８３条の規定

により給与の支払をする際所得税を徴収して納付す

る義務がある者に限る。以下この項において同じ。）

を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者

から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌

月の１０日（その支払を受けなくなった日が翌年の４

月中である場合には、同月３０日）までに、第１項の

規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前

年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算

額（既に特別徴収の方法により徴収された金額がある

ときは、当該金額を控除した金額）を特別徴収の方法

により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算

額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただ

し、当該申出が翌年の４月中にあった場合において、

特別徴収の方法により徴収することが困難であると

市長が認めるときは、この限りでない。 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払を

する者に当該年度の初日の翌日から翌年の４月３０

日までの間において異動を生じた場合において、当該

給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の

支払をする者となった者（所得税法第１８３条の規定

によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付

する義務がある者に限る。以下この項において同じ。）

を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をする

者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の

翌月の１０日（その支払を受けなくなった日が翌年の

４月中である場合には、同月３０日）までに、第１項

の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべ

き前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額（既に特別徴収の方法によって徴収された金額

があるときは、当該金額を控除した金額）を特別徴収

の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、

当該合算額を特別徴収の方法によって徴収するもの

とする。ただし、当該申出が翌年の４月中にあった場

合において、特別徴収の方法によって徴収することが

困難であると市長が認めるときは、この限りでない。 

 ６ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される

納税義務者が当該年度の初日の属する年の６月１日

から１２月３１日までの間において給与の支払を受

けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属

する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により

徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があっ

た場合及び当該納税義務者が翌年の１月１日から４

月３０日までの間において給与の支払を受けないこ

ととなった場合には、その者に対してその年の５月３

１日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等

で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものが

あるときに限り、当該月割額の全額（同日までに当該

給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされな

いこととなったときにあっては、同日までに支払われ

た当該給与又は退職手当等の額から徴収することが

できる額）を特別徴収の方法により徴収する。 

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収され

る納税義務者が当該年度の初日の属する年の６月１

日から１２月３１日までの間において給与の支払を

受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の

属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によ

って徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出が

あった場合及び当該納税義務者が翌年の１月１日か

ら４月３０日までの間において給与の支払を受けな

いこととなった場合には、その者に対してその年の５

月３１日までの間に支払われるべき給与又は退職手

当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるも

のがあるときに限り、当該月割額の全額（同日までに

当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がさ

れないこととなったときにあっては、同日までに支払

われた当該給与又は退職手当等の額から徴収するこ

とができる額）を特別徴収の方法によって徴収する。 

 （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への

繰入れ） 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への

繰入れ） 



３－４ 

 第４７条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受け

なくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税

額を特別徴収の方法により徴収されないこととなっ

た場合には、特別徴収の方法により徴収されないこと

となった金額に相当する税額は、特別徴収の方法によ

り徴収されないこととなった日以後において到来す

る第４０条第１項の納期がある場合にはそのそれぞ

れの納期において、その日以後に到来する同項の納期

がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収す

るものとする。 

第４７条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受け

なくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税

額を特別徴収の方法によって徴収されないこととな

った場合においては、特別徴収の方法によって徴収さ

れないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収

の方法によって徴収されないこととなった日以後に

おいて到来する第４０条第１項の納期がある場合に

おいてはそのそれぞれの納期において、その日以後に

到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普

通徴収の方法によって徴収するものとする。 

 ２ 法第３２１条の６第１項の通知により変更された

給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の

納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入さ

れた給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から

徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場

合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場

合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金

があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第

１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収

金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び

第７項の規定を適用することができるものとし、当該

市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納

に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託した

ものとみなす。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知によって変更され

た給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税

の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入

された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者か

ら徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える

場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない

場合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収

金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法

第１７条の２の規定によって当該納税者の未納に係

る徴収金に充当する。 

 （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別

徴収） 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別

徴収） 

 第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度

の初日の属する年の前年中において公的年金等の支

払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金

給付（法第３２１条の７の２第１項の老齢等年金給付

をいう。以下この節において同じ。）の支払を受けて

いる年齢６５歳以上の者（特別徴収の方法により徴収

することが著しく困難であると認められるものとし

て次に掲げるものを除く。以下この節において「特別

徴収対象年金所得者」という。）である場合には、当

該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係

る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行

う森林環境税額を含む。以下この条及び第４７条の５

において同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度

の初日の属する年の前年中において公的年金等の支

払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金

給付（法第３２１条の７の２第１項の老齢等年金給付

をいう。以下この節において同じ。）の支払を受けて

いる年齢６５歳以上の者（特別徴収の方法によって徴

収することが著しく困難であると認められるものと

して次に掲げるものを除く。以下この節において「特

別徴収対象年金所得者」という。）である場合におい

ては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該納税義

務者に係る均等割額を第４４条第１項の規定により

特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公
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等割額を第４４条第１項の規定により特別徴収の方

法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に

係る所得割額。以下この条及び第４７条の５において

同じ。）の２分の１に相当する額（以下この節におい

て「年金所得に係る特別徴収税額」という。）を当該

年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３月

３１日までの間に支払われる老齢等年金給付から当

該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によ

り徴収する。 

的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び

第４７条の５において同じ。）の２分の１に相当する

額（以下この節において「年金所得に係る特別徴収税

額」という。）を当該年度の初日の属する年の１０月

１日から翌年の３月３１日までの間に支払われる老

齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に

特別徴収の方法によって徴収する。 

 (1) 〔略〕 (1) 〔略〕 

 (2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合

には当該年度において当該老齢等年金給付の支払

を受けないこととなると認められる者 

(2) 特別徴収の方法によって徴収することとした場

合には当該年度において当該老齢等年金給付の支

払を受けないこととなると認められる者 

 ２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個

人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前

年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を

控除した額を第４０条第１項の納期のうち当該年度

の初日からその日の属する年の９月３０日までの間

に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収

する。 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個

人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前

年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を

控除した額を第４０条第１項の納期のうち当該年度

の初日からその日の属する年の９月３０日までの間

に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴

収する。 

 （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額へ

の繰入れ） 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額へ

の繰入れ） 

 第４７条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３

項（これらの規定を法第３２１条の７の８第３項にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）の規定により

特別徴収の方法により徴収されないこととなった金

額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収

されないこととなった日以後において到来する第４

０条第１項の納期がある場合にはそのそれぞれの納

期において、その日以後に到来する同項の納期がない

場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するもの

とする。 

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３

項（これらの規定を法第３２１条の７の８第３項にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）の規定により

特別徴収の方法によって徴収されないこととなった

金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって

徴収されないこととなった日以後において到来する

第４０条第１項の納期がある場合においてはそのそ

れぞれの納期において、その日以後に到来する同項の

納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法に

よって徴収するものとする。 

 ２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の

８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金

所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により

徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者

について、既に特別徴収義務者から市に納入された年

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の

８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金

所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によっ

て徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得

者について、既に特別徴収義務者から市に納入された
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金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特

別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収

すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に

係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所

得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴

収税額がない場合を含む。）において当該特別徴収対

象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の２第１

項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみ

なして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用

することができるものとし、当該市町村徴収金関係過

誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に

係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したも

のとみなす。 

年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴

収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得

に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別

徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴収

対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当

該過納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の規定

によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る

徴収金に充当する。 

 附 則 附 則 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

 第１５条の２ 〔略〕 第１５条の２ 〔略〕 

 ２・３ 〔略〕 ２・３ 〔略〕 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき

軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、こ

れに１００分の３５の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき

軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、こ

れに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

 第１６条の２ 〔略〕 第１６条の２ 〔略〕 

 ２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

 ３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき

軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに

１００分の３５の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき

軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに

１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

３ （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告

書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告

書） 

 第３６条の３の２ 〔略〕 第３６条の３の２ 〔略〕 

 ２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定によ

る申告書を給与支払者を経由して提出する場合にお

いて、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年に

おいて当該給与支払者を経由して提出した前項又は

法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書（そ

の者が当該前年の中途において次項の規定による申
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告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、

当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）

に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、

施行規則で定めるところにより、前項又は法第３１７

条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代

えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１

７条の３の２第１項の規定による申告書を提出する

ことができる。 

 ３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の規定に

よる申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有

するものは、その年の中途において当該申告書に記載

した事項について異動を生じた場合には、第１項又は

法第３１７条の３の２第１項の給与支払者からその

異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところにより、その異動

の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定によ

る申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有す

るものは、その年の中途において当該申告書に記載し

た事項について異動を生じた場合には、前項又は法第

３１７条の３の２第１項の給与支払者からその異動

を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その異動の内

容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、

当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

 ４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定によ

る申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に

受理されたときは、その申告書は、その受理された日

に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書

がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理され

たときは、その申告書は、その受理された日に市長に

提出されたものとみなす。 

 ５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第４８条

の９の７の２において準用する令第８条の２の２に

規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支

払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって施行規則で定める

ものをいう。次条第４項及び第５３条の９第３項にお

いて同じ。）により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第４８条

の９の７の２において準用する令第８条の２の２に

規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支

払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって施行規則で定める

ものをいう。次条第４項及び第５３条の９第３項にお

いて同じ。）により提供することができる。 

 ６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規

定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは

「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受

理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受け

たとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受

けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規

定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは

「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受

理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受け

たとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受

けた日」とする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 



３－８ 

 （宮古市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 宮古市市税条例等の一部を改正する条例（令和４年宮古市条例第１８号）の一部

を次のように改正する。 

  第１条の表の２の項中 

 「 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）  

 第３４条の９ 所得割の納税義務者が、第３３条

第４項に規定する確定申告書に記載した特定配

当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特

定配当等の額について法第２章第１節第５款の

規定により配当割額を課された場合又は同条第

６項に規定する確定申告書に記載した特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎

となった特定株式等譲渡所得金額について同節

第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ

れた場合には、当該配当割額又は当該株式等譲

渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第

３４条の３及び前３条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

第３４条の９ 所得割の納税義務者が、第３３条

第４項に規定する特定配当等申告書に記載した

特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎とな

った特定配当等の額について法第２章第１節第

５款の規定により配当割額を課された場合又は

同条第６項に規定する特定株式等譲渡所得金額

申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係

る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等

譲渡所得金額について同節第６款の規定により

株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該

配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の

３を乗じて得た金額を、第３４条の３及び前３

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

 

 ２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、同項の納

税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の

確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年

度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し、

若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に

充当する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、同項の納

税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の

申告書に係る年度分の個人の市民税に充当し、

若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に

充当する。 

 

 ３ 〔略〕 ３ 〔略〕  

                                       」 

 「 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）  

 第３４条の９ 所得割の納税義務者が、第３３条

第４項に規定する確定申告書に記載した特定配

当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特

定配当等の額について法第２章第１節第５款の

第３４条の９ 所得割の納税義務者が、第３３条

第４項に規定する特定配当等申告書に記載した

特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎とな

った特定配当等の額について法第２章第１節第

 

を 
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規定により配当割額を課された場合又は同条第

６項に規定する確定申告書に記載した特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎

となった特定株式等譲渡所得金額について同節

第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ

れた場合には、当該配当割額又は当該株式等譲

渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第

３４条の３及び前３条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

５款の規定により配当割額を課された場合又は

同条第６項に規定する特定株式等譲渡所得金額

申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係

る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等

譲渡所得金額について同節第６款の規定により

株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該

配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の

３を乗じて得た金額を、第３４条の３及び前３

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

 ２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、同項の納

税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該控除することができ

なかった金額のうち法第３１４条の９第２項後

段に規定する還付をすべき金額により当該納税

義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属

する年度の翌年度分の個人の県民税、個人の市

民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納

入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴

収金を納付し、若しくは納入する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、同項の納

税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の

申告書に係る年度分の個人の市民税に充当し、

若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に

充当する。 

 

 ３ 〔略〕 ３ 〔略〕  

                                       」 

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定及

び改正部分は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２条の規定 公布の日 

 (2) 第１条の表の２の項の改正部分並びに次条第１項並びに附則第３条第１項（第１条

の表の２の項の改正部分による改正後の宮古市市税条例（以下「令和６年新条例」と

いう。）附則第１６条の２第３項に係る部分に限る。）及び第２項の規定 令和６年

１月１日 

 (3) 第１条の表の３の項の改正部分及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 令和６年新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分
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の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

２ 第１条の表の３の項の改正部分による改正後の宮古市市税条例第３６条の３の２第２

項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき同条第１項に規定する給与（以

下この項において「給与」という。）について提出する同項の規定による申告書につい

て適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書に

ついては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 第１条の表の１の項の改正部分による改正後の宮古市市税条例第８２条第１号エ

及び令和６年新条例附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。 

２ 令和６年新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる改正部

分及び規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車

税の環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課す

る軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

  令和５年５月３０日提出 

宮古市長 山 本 正 德  

 理由 

 地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を

提出する理由である。 

. 
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議案第４号 

損害賠償請求に係るあっせんの申立てに関し議決を求めることについて 

次のとおりあっせんの申立てをするため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９ 

６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

１ あっせんの申立先  

住所 東京都港区西新橋一丁目５番１３号 

名称 原子力損害賠償紛争解決センター 

２ あっせんの申立人及び申立ての相手方 

(1) 申立人  

住所 宮古市宮町一丁目１番３０号 

    名称 宮古市 

 (2) 申立ての相手方  

住所 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 

   名称 東京電力ホールディングス株式会社 

３ あっせんの申立ての趣旨及び原因 

(1) 申立ての趣旨 

申立人が平成２３年３月１１日に発生した東京電力福島原子力発電所事故の放射

性物質による影響対策に要した費用のうち、平成２７年４月１日から令和４年３月 

３１日までに発生したもの（次号において「対策費用」という。）について、相手方は、

損害賠償の額２，１８０，５８０円を申立人に支払うよう、あっせんを求める。 

(2) 申立ての原因 

申立人は、対策費用について損害賠償を求めたものであるが、相手方は、これに応 

じないものである。 

４ あっせんの申立てに関する方針 

申立人は、相手方が損害賠償の額の一部の額の支払に合意した場合には、損害賠償を

求める額から当該合意した額を控除した額であっせんを申し立てることができるものと

する。 

  令和５年５月３０日提出 

宮古市長 山 本 正 德  

理由  

 東京電力福島原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申立てをしようと

するものである。これが、この議案を提出する理由である。 





５－１ 

議案第５号 

市道末広町線電線共同溝整備（その２）工事の請負契約の締結に関する議決の

変更に関し議決を求めることについて 

令和３年１０月１日に議会の議決（令和４年３月１６日変更議決）を経た市道末広町線

電線共同溝整備（その２）工事の請負契約の締結に関し、その一部を次のとおり変更する

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び宮古市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年宮古市条例第５２号）

第２条の規定により、議会の議決を求める。 

契約金額中「３９７，８９３，１００円」を「４３５，６０２，２００円」に改める。 

令和５年５月３０日提出 

宮古市長 山 本 正 德  

理由 

施工時間帯の変更、埋設管路位置の変更、インフレスライド条項の適用等に伴い、契約

金額を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 
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参考資料 

変更の概要 

 

１ 工 事 名  市道末広町線電線共同溝整備（その２）工事 

２ 工事場所  宮古市末広町地内 

３ 工  期  令和３年１０月２日から令和５年８月３１日まで 

４ 請 負 者  住所 宮古市八木沢一丁目５番１号 

        名称 株式会社菊地建設 

           代表取締役 菊地 和弘 

５ 変更内容 

(1) 電線共同溝工及び舗装工において、交通及び商店街営業への影響を最小化するため、

一部の作業を日中から夜間に変更するもの。 

(2) 埋設管路工において、電線共同溝整備区域から周辺の電柱等に接続する管路の施工

を電線事業者による施工に変更することから数量を減とするもの。 

(3）掘削土工において、上下水道管の移設が行われ、管路の位置を浅くすることが可能

になったことから、数量を減とするもの。 

(4）仮設工において、夜間歩行者の安全確保のため、夜間の交通誘導員を増員するもの。 

 (5) 工事請負契約書別記第２５条第６項（インフレスライド条項）の適用による変更を

行うもの。 

 

変更内容 変更前数量 変更後数量 増減 変更金額 

電線共同溝工     

埋設管路工 4,360ｍ 4,011ｍ ▲349ｍ 5,628,000円 

掘削土工 1,690㎥ 660㎥ ▲1,030㎥ ▲9,743,000円 

仮設工（交通誘導員（夜間）） － 1,460人日 1,460人日 24,717,000円 

舗装工     

排水構造物工 546ｍ 546ｍ 0ｍ 1,334,000円 

諸経費    15,613,000円 

受注者負担額（ｲﾝﾌﾚｽﾗｲﾄﾞ）    ▲3,268,000円 

消費税    3,428,100円 

合  計    37,709,100円 

（うちｲﾝﾌﾚｽﾗｲﾄﾞによる増額）    (2,136,200円) 
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議案第６号 

   財産の取得に関し議決を求めることについて 

 次のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第８号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平

成１７年宮古市条例第５２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

１ 取得する目的 

  消防ポンプ自動車を更新するため 

２ 取得する財産 

種 別 数 量 取得価格 

消防ポンプ自動車 １台 ２４，２００，０００円 

３ 取得の方法 

  買入れ 

４ 契約の相手方 

  住所 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１番地１４ 

  名称 互光商事株式会社 

     代表取締役 玉川 康介 

  令和５年５月３０日提出 

                           宮古市長 山 本 正 德 

 理由 

 消防活動の用に供する消防ポンプ自動車を買入れしようとするものである。これが、こ

の議案を提出する理由である。 
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参考資料 

 

消防ポンプ自動車の主な仕様 

 

１ 形式   消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）（キャブオーバー型２列シート） 

２ 駆動方式 ４ＷＤ（寒冷地仕様） 

３ 乗車定員 ６人 

４ エンジン 

 (1) 種別   ディーゼルエンジン 

 (2) 総排気量 ４，０００ＣＣ 

 (3) 最高出力 ７４ｋｗ以上（１００ＰＳ） 

５ 寸  法 

 (1) 全長  ５．７４ｍ 

 (2) 全幅  １．９０ｍ 

 (3) 全高  ２．６０ｍ 

 (4) 総重量 ７．０ｔ以下 

６ ポンプ性能 Ａ－２級以上（毎分２ｔ以上の放水能力を有する。） 

７ 真空ポンプ 無給油式 

８ 安全装置 

 (1) ＡＢＳ 

 (2) ＬＳＤ 

 (3) 坂道発進補助装置 

 (4) エアバッグ 

 (5) 音声ガイドによる後退、左折警報器 

 (6) 後方監視用カメラモニター 

９ 警告装置等 

 (1) 散光式警光灯 

 (2) ＬＥＤ赤色点滅灯（フロント、側面、リア） 

 (3) 音声合成メッセージ広報付電子サイレン 

 (4) 電動サイレン 

10 装備等 

 (1) ＬＥＤ灯（計器灯、作業灯、ボックス内灯） 

 (2) ＬＥＤサーチライト 

 (3) 自動揚水装置 

 (4) ホースカー 

 (5) 二連梯子手動昇降装置 

 (6) ドライブレコーダー 

(7) FM・AM ラジオ、テレビチューナーを内蔵したバックモニター装備 
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議案第７号 

財産の取得に関し議決を求めることについて 

次のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第８号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平

成１７年宮古市条例第５２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

１ 取得する目的 

  電光得点表示盤を更新するため 

２ 取得する財産 

種  別 数 量 取得予定価格 

多目的競技表示システム 一式 ３０，５８０，０００円 

３ 取得の方法 

  買入れ 

４ 契約の相手方 

  住所 宮古市末広町４番１号 

  名称 株式会社Ｏ．Ｔ．Ａ 

     代表取締役社長 太田 雅則 

 令和５年５月３０日提出 

宮古市長 山 本 正 德 

理由 

宮古市民総合体育館において、競技の用に供する多目的競技表示システムを買入れしよ

うとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７－２． 

参考資料 

多目的競技表示システム 

 

１ 主な仕様 

番号 名称 数量 

１ 
多目的競技得点表示盤 

（フロアスタンド含む。） 
２組 

２ 防球スタンド ２組 

３ 競技操作盤 ２組 

４ 時間操作盤 ２組 

５ チーム名・得点入力装置 ２組 

６ レスリングインターバルタイマー ２組 

７ 収納トランク ２組 

８ メガホン ２組 

９ 
信号変換ユニット 

（映像送信機・受信機） 
２組 

10 付属ケーブル ２組 

11 ファール回数表示盤 ２組 

12 ファール回数操作盤 ２組 

13 ゲーム・ショットクロック表示盤 ２組 

14 ゲームクロック操作盤 ２組 

15 ショットクロック操作盤 ２組 

16 ブザー装置 ２組 

17 ブザースイッチボックス ２組 

18 タイムアウト請求器 ２組 

19 請求スイッチ ２組 

 

２ 対応する競技 

  バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、フットサル、テニス、バドミント 

ン、卓球、レスリング 

  



８－１ 

議案第８号 

   市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８

条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

田 老 地 区 

路 線 番 号 
路線名 

起     点 重要な 

経過地 終     点 

２５５ 青野滝向新田線 
宮古市田老字青野滝北８番１地先 

 
宮古市田老字向新田７４番２地先 

  令和５年５月３０日提出 

宮古市長 山 本 正 德  

 理由 

 市道路線として認定しようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 



８－２.

参考資料


	議案第１集
	議案第１集
	議案第１集（表紙）
	議案目次
	第１号　令和５年度宮古市一般会計補正予算（第４号）✔
	第２号　令和５年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）✔
	第３号　宮古市市税条例等の一部を改正する条例
	第４号　損害賠償請求に係るあっせんの申立て✔
	第５号　市道末広町線電線共同溝整備（その2）工事請負契約議決の変更
	第５号　参考資料（市道末広町線電線共同溝整備（その2）工事変更）✔

	第６号　財産の取得に関し議決を求めることについて（消防ポンプ自動車）
	第６号　参考資料（消防ポンプ自動車）✔

	第７号　財産の取得に関し議決を求めることについて（多目的競技表示システム）✔
	第８号　市道路線の認定
	第８号　参考資料（市道路線の認定）✔


	空白ページ
	空白ページ

	第３号　宮古市市税条例等の一部を改正する条例



